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別表３

②「その他」の場合は具体的に

記載

③解体のみの場合は、必要なし

④築造年数を記載

(新築工事の場合は空欄でよい。

⑤工事現場の周囲の状況、騒音

粉塵などの対策や安全確保の

有無などについて記載

場所、作業場所の状況

　措置内容：作業場所の確保

が十分でない場合は具体的な

対策を記載。確保できている

場合でも、作業場所について

記載

仮設工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

土工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

基礎工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

本体構造の工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用 ⑩本体付属品とは、さく、

本体付属品の工事　□有　□無 照明設備、標識などをいう。

□　手作業・機械作業の併用

その他の工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

□上の工程における⑤→④→③の順序 ⑪解体工事の場合のみ記入。

□その他（    　　       　　　　　　　　　　　　　） なお、記入する場合は、特定

その他の場合の理由（　　　         　　　　　　　　） 建設資材に限らず全ての重量
を、記載すること
（数量は整数表示）

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

□建設発生木材

トン

□①　□②　□③　□④

□⑤　□⑥
（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

備考

□①　□②　□③　□④

□⑤　□⑥
□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

トン

□①　□②　□③　□④

□⑤　□⑥

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

工作物に用いられた建設資材の
量の見込み（解体工事のみ） 　　　　　　　　　トン

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごと
の量の見込み（全工事）並びに特
定建設資材が使用される工作物
の部分（新築・維持・修繕工事の
み）及び特定建設資材廃棄物の
発生が見込まれる工作物の部分
（維持・修繕・解体工事のみ）

種類 量の見込み
使用する部分又は発生が
見込まれる部分（注）

□コンクリート塊

トン

④本体構造
□　手作業

⑤本体付属品
□　手作業

⑥その他　　　　　　　　　　　（
）

□　手作業

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程 作業内容
分別解体等の方法
（解体工事のみ）

①仮設
□　手作業

②土工
□　手作業

③基礎
□　手作業

その他
（特定建設資材
に付着していな
い、解体・維持
修繕時に発生す
る有害物質）

□有(□飛散性石綿（鉄骨等に吹付けら
               れた石綿、石綿を含有する断熱材
               ・保温材・耐火被覆材 等)
      □非飛散性石綿（屋根材・外装材・内
　　　　装材・石綿含有ビニール床タイル 等）
　　　□フロン類使用機器（業務用エアコン、
　　　　業務用冷凍冷蔵機器等）  
          □その他(                   ))

□無

通学路　□有　□無

その他（現道上のため支障無し）
⑦調査結果：搬出経路の状
況、前面道路幅員、路面状況
など
　措置内容：搬出経路に障害
物がある場合は具体的に方法
を記載。支障ない場合はその
旨を記載

特定建設資材
への付着物（解
体・維持・修繕工
事のみ）

□有(□飛散性石綿（吹付け石綿、石綿
         含有吹付けロックウール 等）
      □非飛散性石綿（石綿含有ビニール
         床タイル 等)

         □その他(                   ))

□無

⑥調査結果：工作機械の設置
作業場所 作業場所　□十分　□不十分

その他（工作機械の置き場所がない）

敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工作物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

搬出経路 障害物　□有（　　　）　□無

前面道路の幅員　約　　　　ｍ

使用する特定建設資材の種類
(新築･維持･修繕工事のみ）

□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材

□アスファルト・コンクリート　□木材

工作物に関
する調査の

結果

工作物の状況 築年数　　　　年

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周辺状況 周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校

　　　　　　　　□病院　□その他（　　　　　　　　　　　　）

①解体工事の場合はチェック
マーク。鉄筋コンクリート造
以外は「その他」欄に、アス
ファルト造など具体的に記載

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等
工作物の構造

（解体工事のみ）
□鉄筋コンクリート造　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

工事の種類 □新築工事　□維持・修繕工事　□解体工事

□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

県道上交通量多し、民家が密集

１２

沿道住民に工事の内容を
広報、周知する

隣接地を借用、道路占用許可
済、道路使用許可済

交通整理員の常駐

３

１０

２３０

記入例

⑧石綿含有ビニール床タイル

は、特定建設資材に付着してい

る場合と付着していない場合が

あります。

「フロン類使用機器」
：業務用のエアコン（空調機器）
及び冷凍・冷蔵機器であって、
冷媒としてフロン類が使用され
ているもの。
※フロン類に関する問合せは、
神奈川県大気水質課大気環境
グループ（電話045-210-
4111）へ

⑨「その他」は石綿含有材

以外
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